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◇

名刺だけの専務取締役は兼務役員雌れ6か

Q:当社の取締役営業部長に専務取締役の

名刺を持たせたいのですが、従来通り使用人

兼務役員として使用人分の賞与を支給しても

よいでしょうか。

J:使用人兼務役員に該当する場合、その

者に対する使用人分の賞与は損金となります

し、使用人分の賞与不部分は賞与引当金の繰

入れの対象となりますので、使用人兼務役員

に該当するかどうかで大きな違いがあります。

使用人兼務役員とは次の要件を満たしてい

る役員をいいます。

①役員のうち、部長、課長など法人の使用

人としての職制上の地位についていること。

②常時使用人としての職務に従事しているこ

と◎

③社長、専務取締役、常務取締役、監査役そ

の他これらに準ずる役員でないこと。

④同族会社のいわゆるみなし役員でないこと。

小規模な会社の場合は、対外的な取引上、

名刺に専務や常務の肩書きを入れることがよ

くありますが、税法上もそのような実情を考

慮し、定款の規定や総会もしくは取締役会の

決議によって専務取締役などの職制上の地位

が付与されていないものは使用人兼務役員と

して認められることになっています。
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